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不動産物権変動論の考え方について

論
説

石

尾

賢

二

不
動
産
物
権
変
動
論
の
考
え
方
に
つ
い
て

は
じ
め
に

不
動
産
物
権
変
動
問
題
は
一
七
七
条
の
解
釈
問
題
で
あ
る
（
そ
れ
自
体
の
適
用
問
題
に
お
い
て
一
七
六
条
と
の
関
係
も
問
題
と
な
る
）。

一
七
六
条
の
意
思
表
示
に
よ
る
所
有
権
移
転
規
定
自
体
も
問
題
と
な
る
（
物
権
行
為
論
）
が
、
危
険
負
担
の
債
権
者
主
義
、
契
約
の
成
立

を
発
信
主
義
と
す
る
こ
と
な
ど
と
共
に
早
期
確
定
の
利
点
と
不
利
益
の
問
題
で
あ
る
（
債
権
者
主
義
、
発
信
主
義
は
改
正
さ
れ
る
）。
こ
の

不
動
産
物
権
変
動
問
題
に
つ
い
て
、
大
き
く
二
つ
の
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
主
に
対
抗
関
係
を
所
有
権
概
念
か
ら
ど
う

説
明
す
る
の
か
に
基
づ
く
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
七
七
条
の
登
記
を
要
す
る
物
権
変
動
を
広
く
と
ら
え
る
か
狭
く
と
ら
え
る
か
、

第
三
者
の
範
囲
を
広
く
と
ら
え
る
の
か
狭
く
と
ら
え
る
の
か
な
ど
個
々
の
点
で
は
詳
細
な
議
論
と
な
る
。
一
つ
は
判
例
の
考
え
方
で
あ
り
、

一
七
七
条
の
登
記
を
要
す
る
変
動
原
因
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
変
動
原
因
に
つ
い
て
一
七
七
条
が
当
て
は
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
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得
者
は
対
抗
関
係
に
あ
り
、
登
記
を
要
す
る
と
す
る
（
対
抗
関
係
に
あ
る
者
、
登
記
の
早
い
者
勝
ち
関
係
に
あ
る
者
を
広
く
と
ら
え
る
）

が
、
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
登
記
の
欠
缺
を
主
張
す
る
正
当
な
利
益
を
有
す
る
者
に
限
定
し
、
背
信
的
悪
意
者
を
除
外
す
る
考
え
方

で
あ
る
（
取
得
時
効
事
例
の
場
合
の
よ
う
に
背
信
的
悪
意
者
認
定
を
拡
大
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
う
る
）。
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
、
す
べ

て
の
物
権
変
動
に
つ
い
て
二
重
処
分
を
不
可
能
と
す
る
、
あ
る
い
は
一
七
七
条
の
登
記
を
要
す
る
変
動
原
因
を
基
本
的
に
一
七
六
条
の
意

思
表
示
に
よ
る
場
合
な
ど
に
限
定
す
る
と
し
（
ど
こ
ま
で
こ
の
関
係
が
当
て
は
ま
る
と
す
る
、
対
抗
関
係
に
あ
る
と
す
る
の
か
は
論
者
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
る
）、
登
記
が
残
っ
て
い
る
者
の
処
分
に
つ
い
て
は
登
記
を
信
頼
し
た
者
が
保
護
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
法
的
構
成
と
し
て
は
九
四
条
二
項
類
推
適
用
、
あ
る
い
は
公
信
力
が
付
与
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
が
と

ら
れ
、
善
意
あ
る
い
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
考
え
方
の
相
違
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
変
動
原
因
に

は
登
記
が
必
要
で
あ
る
が
、
背
信
的
悪
意
者
は
登
記
の
欠
缺
を
主
張
で
き
な
い
と
す
る
も
の
と
登
記
の
早
い
者
勝
ち
関
係
（
対
抗
関
係
）

は
二
重
売
買
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
変
動
に
お
け
る
第
三
者
保
護
は
当
事
者
の
帰
責
性
を
考
慮
し
て
善
意
者
保
護
に
よ
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
後
者
の
考
え
方
は
取
得
原
因
に
よ
っ
て
は
対
抗
関
係
で
は
な
い
（
登
記
の
早
い
者
勝
ち
関
係
に
あ
る
同
一
の
競
合
的
の
立
場
に
は

な
い
）
場
合
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
必
然
的
に
取
得
原
因
の
意
義
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。

本
稿
は
こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
相
違
に
つ
い
て
、
拙
稿
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
公
示
原
則
と
登
記
の
意
義
」
商

大
論
集
四
六
巻
二
号
一
三
三
頁
は
登
記
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
譲
渡
の
方
式
性
の
補
充
と
金
融
等
取
引
の
安
全
の
た
め
の
権
利
関
係
の
画

一
的
把
握
の
二
種
類
の
意
義
が
あ
り
（
課
税
台
帳
と
し
て
の
意
義
を
加
え
る
と
三
種
類
）、
諸
外
国
に
お
い
て
譲
渡
の
方
式
性
を
補
充
す
る

慎
重
な
登
記
手
続
き
を
経
て
画
一
的
把
握
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
画
一
的
把
握
の
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
登
記
の
意
義
を
重
視
す
べ
き
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
、「
不
動
産
物
権
変
動
に
関
す
る
近
時
の
判
例
の
傾
向
に
つ
い
て
」
法
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一
二
巻
二
・
三
・
四
号
一
頁
は
、
取
消
後
、
取
得
時
効
完
成
後
等
の
変
動
原
因
ご
と
の
当
事
者
の
帰
責
性
か
ら
処
分
の
効
力
を
考
え

る
べ
き
と
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
権
限
外
処
分
の
際
の
九
四
条
二
項
類
推
適
用
に
お
け
る
当
事
者
の
帰
責
事
由
に
基
づ
く
第
三
者
保
護
理

論
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
察
し
、
売
主
（
名
義
人
）
の
帰
責
性
を
重
視
す
べ
き
と
す
る（
１
）。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
考
え
方
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
所
有
権
概
念
か
ら
一
律
に
二
重
帰
属
可
能
と
考
え
る
こ
と
も
二
重
帰
属
不
能
と
考
え
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
く
、

両
者
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
相
違
を
取
得
原
因
の
意
義
か
ら
再
考
し
、
不
動
産
を
取
引
財
産

と
し
て
と
ら
え
る
の
か
、
家
族
財
産
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
の
相
違
を
中
心
と
し
て
概
観
す
る
（
明
確
に
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

ど
ち
ら
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
意
味
で
あ
る（
２
））。

登
記
が
競
合
関
係
に
あ
る
者
の
間
の
優
劣
決
定
基
準
と
さ
れ
る
場
合
は
限
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
（
こ
の
こ
と
は
競
合
す
る
取
得
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
未
登
記
の
物
的
負
担
の
尊
重
と
し
て
も
考
察
さ
れ
る
）、
対
抗
関
係
に

な
い
場
合
は
時
間
的
先
後
に
よ
っ
て
優
劣
が
決
定
す
る
（
時
間
的
に
遅
れ
る
者
の
取
得
は
善
意
者
保
護
に
よ
る
）。
そ
も
そ
も
土
地
に
つ
い

て
は
道
路
、
河
川
、
海
岸
、
港
湾
、
国
立
公
園
な
ど
公
共
性
の
意
義
を
持
つ
土
地
も
多
数
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
共
性
か
ら
の

制
約
が
多
数
あ
り
（
国
土
利
用
計
画
、
都
市
計
画
、
建
築
基
準
、
農
業
振
興
、
森
林
、
自
然
公
園
、
自
然
環
境
保
全
等
）、
こ
れ
ら
の
制
約

は
登
記
と
は
無
関
係
に
課
さ
れ
る
。
公
共
性
と
同
様
に
家
族
財
産
と
し
て
の
意
義
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
価
値
判
断
は
入
会

に
つ
い
て
も
入
会
集
団
の
つ
な
が
り
の
尊
重
と
入
会
地
の
行
政
区
分
・
個
人
所
有
へ
の
解
体
の
利
点
と
の
比
較
に
お
い
て
同
様
に
な
さ
れ
る
）。

要
は
個
人
を
中
心
と
し
た
消
費
社
会
を
拡
大
し
て
い
く
国
家
や
大
企
業
中
心
の
資
本
主
義
社
会
を
維
持
し
て
い
く
の
か
、
家
族
の
尊
重
、

地
域
の
つ
な
が
り
の
尊
重
と
中
間
権
力
の
拡
大
に
基
づ
く
自
治
社
会
形
成
に
よ
る
持
続
的
発
展
を
可
能
と
す
る
新
た
な
社
会
を
目
指
す
の

か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
物
権
変
動
問
題
で
は
、
例
え
ば
、
相
続
と
登
記
に
お
い
て
被
相
続
人
の
意
思
、
相
続
人
の
意
思
を
尊
重
す
る

の
か
、
相
続
人
の
債
権
者
の
相
続
分
把
握
を
優
先
す
る
の
か
、
取
得
時
効
と
登
記
に
お
い
て
長
期
占
有
者
の
取
得
を
優
先
す
る
の
か
、
名
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義
人
の
処
分
を
優
先
す
る
の
か
で
あ
り
、
不
動
産
の
取
引
価
値
と
利
用
価
値
の
相
克
の
問
題
で
も
あ
る
。
登
記
を
重
視
す
る
一
面
的
な
不

動
産
の
価
値
把
握
で
は
な
く
、
多
様
な
価
値
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

判
例
の
考
え
方

判
例
の
考
え
方
、
即
ち
、
一
七
七
条
の
登
記
を
要
す
る
変
動
原
因
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
変
動
原
因
に
つ
い
て
一
七
七
条
が
当
て

は
ま
り
、
登
記
を
要
す
る
と
す
る
（
対
抗
関
係
に
あ
る
者
、
登
記
の
早
い
者
勝
ち
関
係
に
あ
る
者
を
広
く
と
ら
え
る
）
が
、
第
三
者
の
範

囲
に
つ
い
て
は
登
記
の
欠
缺
を
主
張
す
る
正
当
な
利
益
を
有
す
る
者
に
限
定
し
、
背
信
的
悪
意
者
を
除
外
す
る
考
え
方
は
、
二
つ
の
明
治

四
一
年
一
二
月
一
五
日
判
決
に
基
づ
く
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
登
記
が
可
能
で
あ
る
の
に
登
記
し
な
い
者
の
落
ち
度
を
重
く
見
る
（
不
動
産
を
取
得
し
た
者
は
必
ず
登
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

取
消
と
登
記
問
題
は
取
消
の
前
後
で
区
別
し
、
取
り
消
し
た
者
は
取
消
後
は
登
記
を
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
、
取
消
後
に
登
記
を
戻
さ

な
い
こ
と
は
落
ち
度
で
あ
り
、
取
消
後
に
登
記
を
取
得
し
た
者
に
対
抗
で
き
な
い
（
大
判
昭
和
一
七
年
九
月
三
〇
日
民
集
二
一
巻
九
一
一

頁
）。
解
除
と
登
記
問
題
は
解
除
の
前
後
で
区
別
し
、
解
除
し
た
者
は
解
除
後
は
登
記
を
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
、
解
除
後
に
登
記
を
戻
さ

な
い
こ
と
は
落
ち
度
で
あ
り
、
解
除
後
に
登
記
を
取
得
し
た
者
に
対
抗
で
き
な
い
（
最
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
二
九
日
民
集
一
四
巻
一
三

号
二
八
六
九
頁
）。
取
得
時
効
と
登
記
問
題
は
起
算
点
を
動
か
せ
な
い
（
最
判
昭
和
三
五
年
七
月
二
七
日
民
集
一
四
巻
一
〇
号
一
八
七
一

頁
）
と
し
た
上
で
、
完
成
時
点
の
前
後
で
区
別
し
、
時
効
完
成
後
に
登
記
を
し
な
い
者
は
登
記
を
取
得
し
た
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
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（
最
判
昭
和
三
三
年
八
月
二
八
日
民
集
一
二
巻
一
二
号
一
九
三
六
頁
）。
時
効
完
成
時
点
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
し
な
か
っ
た
者

に
対
し
て
名
義
人
か
ら
の
登
記
取
得
者
が
優
先
す
る
と
す
る
。
相
続
の
際
に
不
動
産
に
つ
い
て
の
共
同
相
続
持
分
取
得
（
最
判
昭
和
三
八

年
二
月
二
二
日
民
集
一
七
巻
一
号
二
三
五
頁
）、
相
続
放
棄
に
よ
る
他
の
相
続
人
の
共
同
相
続
持
分
増
加
（
最
判
昭
和
四
二
年
一
月
二
〇
日

民
集
二
一
巻
一
号
一
六
頁
）
は
登
記
を
要
し
な
い
と
す
る
が
、
遺
産
分
割
（
最
判
昭
和
四
六
年
一
月
二
六
日
民
集
二
五
巻
一
号
九
〇
頁
）・

遺
贈
（
最
判
昭
和
三
九
年
三
月
六
日
民
集
一
八
巻
三
号
四
三
七
頁
）
に
よ
る
相
続
分
を
超
え
る
不
動
産
取
得
は
登
記
を
要
す
る
と
さ
れ
、

相
続
分
を
超
え
る
不
動
産
取
得
後
に
登
記
を
し
な
い
者
は
相
続
分
に
つ
い
て
登
記
を
取
得
し
た
者
（
主
に
相
続
債
権
者
の
差
押
登
記
）
に

対
抗
で
き
な
い
と
す
る
。
相
続
さ
せ
る
遺
言
で
遺
産
分
割
方
法
指
定
、
相
続
分
指
定
に
あ
た
る
場
合
は
判
例
は
登
記
を
要
し
な
い
と
し
て

い
た
（
最
判
平
成
三
年
四
月
一
九
日
の
法
律
構
成
に
基
づ
き
、
遺
言
者
に
よ
る
相
続
人
間
の
配
分
指
定
を
絶
対
的
効
力
を
有
す
る
と
し
て

い
た
―
最
判
平
成
一
四
年
六
月
一
〇
日
家
月
五
五
巻
一
号
七
七
頁
。
す
な
わ
ち
こ
の
範
囲
で
の
被
相
続
人
の
配
分
決
定
を
絶
対
的
な
も
の

と
し
て
い
た
）。
ま
た
遺
言
執
行
者
が
い
る
場
合
、
遺
言
に
反
す
る
処
分
と
し
て
相
続
分
に
対
す
る
差
押
債
権
者
を
排
除
し
て
い
た
（
最
判

昭
和
六
二
年
四
月
二
三
日
民
集
四
一
巻
三
号
四
七
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
相
続
分
に
反
す
る
遺
言
処
分
、
相
続
放
棄
、
遺
産
分
割
な
ど
に
つ

い
て
判
例
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
応
じ
て
別
異
に
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
相
続
法
改
正
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
、
同

様
に
相
続
分
を
超
え
る
不
動
産
持
分
取
得
に
対
し
て
登
記
を
要
す
る
と
し
、
遺
言
に
反
す
る
処
分
を
否
定
す
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
も
改

正
法
で
は
善
意
の
第
三
者
に
主
張
で
き
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
債
権
者
は
代
位
登
記
に
よ
る
持
分
差
押
え
を
相
続
の
際
の
遺
言

に
よ
る
持
分
変
更
処
分
に
遺
言
執
行
者
が
要
る
場
合
も
対
抗
で
き
る
と
さ
れ
る
（
相
続
放
棄
の
場
合
は
除
く
と
解
さ
れ
る
が
、
議
論
さ
れ

る
）。
相
続
債
権
者
の
相
続
分
把
握
は
遺
言
者
の
意
思
に
優
先
す
る
と
さ
れ
る
。

登
記
が
可
能
で
あ
る
の
に
登
記
を
し
な
い
者
の
落
ち
度
を
重
く
見
る
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
場
合
に
登
記
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
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者
は
権
限
を
失
う
こ
と
が
な
く
、
処
分
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
登
記
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
者
の
原
因
関
係
に
対
す
る
帰
責
性
は

考
慮
さ
れ
な
い
）。

た
だ
し
、
登
記
の
欠
缺
を
主
張
す
る
者
は
正
当
な
利
益
を
有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
、
背
信
的
悪
意
者
は
排
除
さ
れ
（
最
判
昭
和
四
三
年

八
月
二
日
民
集
二
二
巻
八
号
一
五
七
一
頁
）、
例
え
ば
取
得
時
効
完
成
後
に
取
得
し
た
第
三
者
の
背
信
的
悪
意
者
認
定
は
拡
大
さ
れ
る
（
最

判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
民
集
六
〇
巻
一
号
二
七
頁
）
な
ど
個
々
の
場
合
に
第
三
者
の
範
囲
と
し
て
不
当
な
取
得
者
の
権
利
主
張
が
制

限
さ
れ
る
と
す
る
（
最
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
の
表
現
地
役
権
判
決
の
射
程
は
将
来
の
研
究
と
さ
れ
て
い
る
（
八
木
一
洋
・
調
査
官

解
説
））。

こ
の
よ
う
に
判
例
は
基
本
的
に
登
記
が
可
能
な
者
は
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
登
記
自
体
の
意
義
を
重
視
す
る

も
の
で
あ
り
、
登
記
は
権
利
関
係
を
す
べ
て
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
動
産
に
つ
い
て
取
引
価
値
を
第

一
に
重
視
す
べ
き
価
値
と
す
る
も
の
で
あ
る（
３
）。

二　

批
判
説

判
例
を
批
判
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
取
消
・
解
除
と
登
記
、
取
得
時
効
と
登
記
、
相
続
と
登
記
な
ど
変
動
原
因
ご
と
に
論

じ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
（
批
判
説
の
典
型
例
と
し
て
取
消
・
解
除
と
登
記
、
取
得
時
効
と
登
記
、
相
続
と
登
記
の
問
題
を
取
り
上
げ
る（
４
））。

変
動
原
因
ご
と
に
問
題
点
が
異
な
る
と
い
う
認
識
は
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
取
得
原
因
ご
と
に
一
七
七
条
の
対
抗
問
題
と
善
意
者
保
護
問

題
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
取
得
原
因
ご
と
に
第
三
者
保
護
理
由
、
あ
る
い
は
帰
責
事
由
が
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
帰
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責
事
由
判
断
に
取
得
原
因
の
性
質
が
影
響
す
る
）。
こ
の
点
に
お
い
て
、
差
押
え
も
金
融
の
た
め
に
不
動
産
の
価
値
を
把
握
す
る
た
め
の
取

得
と
し
て
一
種
の
変
動
原
因
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
差
押
債
権
者
は
債
務
者
財
産
を
把
握
す
る
地
位
を
有
す
る
に
過

ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
う
る
（
詐
害
行
為
と
し
て
の
み
債
務
者
財
産
の
拡
張
を
主
張
し
う
る
）。
第
三
者
の
範
囲
と
し
て
悪
意
者
排
除
を
根

拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
（
所
有
権
概
念
か
ら
二
重
移
転
を
不
可
能
と
し
、
後
の
取
得
者
の
取
得
根
拠
を
善
意
者
保
護
と
す
る（
５
））、

こ
こ
で
は
批
判
説
の
考
え
方
と
し
て
の
特
色
か
ら
、
取
得
原
因
ご
と
に
区
別
す
る
考
え
方
を
考
察
す
る
。
基
本
的
に
二
重
の
処
分
が
で
き

ず
、
第
三
者
は
善
意
者
保
護
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
取
得
原
因
ご
と
に
区
別
し
て
考
察

し
、
第
三
者
保
護
に
つ
い
て
も
取
得
原
因
ご
と
に
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
。
ど
の
取
得
原
因
が
対
抗
関
係
で
あ
り
、
ど
の
取
得
原
因
が
対

抗
関
係
に
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
り
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
純
粋
な
二
重
売
買
の
場
合
（
確
定
的
で
な
い
と
い
う
留

保
が
可
能
な
場
合
）
も
二
重
処
分
が
不
可
能
と
考
え
る
こ
と
は
一
七
七
条
の
意
義
を
な
く
す
も
の
で
あ
る
（
純
粋
で
な
い
二
重
売
買
と
は

例
え
ば
、
第
一
売
買
の
代
金
支
払
い
と
引
き
渡
し
が
終
了
し
た
後
に
登
記
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
奇
貨
と
し
た
売
買
を
そ
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
）。
こ
の
考
え
方
は
不
動
産
に
つ
い
て
取
引
価
値
で
は
な
く
、
多
様
な
価
値
を
尊
重
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
主
に
家
族
財
産
と
し
て
の
価
値
）。

以
下
、
個
々
の
問
題
ご
と
に
み
る
。

（
一
）
取
消
・
解
除
と
登
記

取
消
と
登
記
に
つ
い
て
、
判
例
と
同
様
に
取
消
前
後
で
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
、
批
判
す
る
考
え
方
は
取
消
後
は
取
り
消
さ
れ
た
者
は

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
取
り
消
さ
れ
た
者
か
ら
譲
り
受
け
た
者
は
登
記
を
信
頼
し
た
こ
と
に
よ
る
善
意
者
保
護
を
受
け
る
に
過
ぎ
な

い
と
す
る
。
善
意
者
保
護
の
説
明
と
し
て
九
四
条
二
項
が
類
推
適
用
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
公
信
力
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。
九
四
条
二
項
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類
推
適
用
に
よ
る
と
、
通
謀
で
は
な
い
場
合
で
も
、
黙
認
と
同
様
の
放
置
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
善
意
の
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
第
三
者
が
善
意
で
よ
い
の
か
、
善
意
無
過
失
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
は
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
取
り
消
し
た
者
が
放
置
し
て
い
た
場
合
に
、
取
り
消
さ
れ
た
者
（
詐
欺
者
）
か
ら
譲
り
受
け
た
者
に
対
し
て
、
詐
欺
者
か
ら
譲
り

受
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
に
第
三
者
に
無
過
失
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
否
か
問
題
と
さ
れ
う
る
。
解
除
の
場
合
も
同
様
と

考
え
ら
れ
る
。
本
来
の
九
四
条
二
項
と
同
様
に
類
推
適
用
事
例
の
第
三
者
は
登
記
を
具
備
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
点
も
相
違
点
と
し

て
考
え
ら
れ
る
（
第
三
者
の
登
記
の
要
否
に
つ
い
て
は
取
消
と
解
除
の
際
の
相
違
が
議
論
さ
れ
る
―
権
利
保
護
要
件
と
し
て
の
登
記（
６
））。

（
二
）
取
得
時
効
と
登
記

取
得
時
効
の
場
合
は
起
算
点
を
動
か
さ
ず
、
完
成
前
後
で
区
別
す
る
判
例
の
考
え
方
の
不
自
然
さ
に
対
し
て
登
記
尊
重
説
と
占
有
尊
重

説
の
両
面
か
ら
の
批
判
が
あ
る
が
、
占
有
尊
重
説
の
場
合
も
登
記
完
成
を
知
り
な
が
ら
登
記
を
取
得
し
な
い
こ
と
の
落
ち
度
が
認
め
ら
れ

る
場
合
、
登
記
を
援
用
し
な
が
ら
登
記
を
し
な
い
場
合
に
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
う
る
（
完
成
後
、
援
用
し
な
い
こ
と
に

落
ち
度
が
な
い
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が）

7
（

）。

（
三
）
相
続
と
登
記（
８
）

相
続
の
場
合
、
相
続
人
の
意
思
、
合
意
に
よ
る
財
産
配
分
の
場
合
と
被
相
続
人
の
意
思
に
基
づ
く
財
産
配
分
の
場
合
で
異
な
る
と
考
え

ら
れ
、
通
常
は
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
と
相
続
分
に
つ
い
て
の
差
押
債
権
者
と
の
優
劣
問
題
と
な
る
。

遺
贈
の
場
合
、
受
遺
者
の
登
記
手
続
き
が
困
難
な
こ
と
に
対
し
て
相
続
債
権
者
の
持
分
差
押
え
が
容
易
な
こ
と
か
ら
、
判
例
の
対
抗
問

題
と
し
て
の
理
解
に
批
判
が
あ
る
が
、
対
抗
問
題
と
考
え
な
い
と
し
て
も
受
遺
者
が
遺
贈
を
知
っ
た
後
に
登
記
を
し
な
い
こ
と
が
落
ち
度

と
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
に
差
押
債
権
者
の
相
続
分
の
差
押
え
が
善
意
者
保
護
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
。
遺
贈
と
相
続
さ
せ
る
遺
言
の
扱
い
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の
差
も
問
題
と
な
る
。
相
続
分
指
定
、
あ
る
い
は
相
続
分
指
定
と
合
わ
さ
っ
た
遺
産
分
割
方
法
指
定
に
基
づ
く
も
同
様
に
理
解
さ
れ
、
取

得
者
が
登
記
し
な
い
こ
と
が
落
ち
度
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
、
差
押
債
権
者
の
差
押
え
が
善
意
者
保
護
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
相
続
法
改
正
が
あ
る
（
遺
言
執
行
者
が
い
る
場
合
の
相
違
に
つ
い
て
も
相
続
法
改
正
が
あ
る（
９
））。
い
ず
れ
に
せ
よ
遺
言
処

分
に
お
い
て
は
相
続
人
の
債
権
者
の
相
続
分
の
差
押
え
が
時
間
的
に
は
常
に
優
先
し
う
る
点
が
問
題
と
な
る
。

相
続
人
の
意
思
、
合
意
に
よ
る
財
産
配
分
決
定
と
し
て
相
続
放
棄
、
遺
産
分
割
が
あ
る
が
、
遺
産
分
割
に
つ
い
て
も
相
続
人
の
合
意
に

反
し
て
相
続
人
の
債
権
者
が
持
分
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
（
こ
の
点
、
詐
害
行
為
の
問
題
と
し
て
解
決
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
）。
遺
産
分
割
に
よ
る
取
得
を
対
抗
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
場
合
も
分
割
に
よ
り
取
得
し
た
者
が
登
記
を
し
な
い
こ

と
が
落
ち
度
と
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
に
差
押
債
権
者
の
差
押
え
が
善
意
者
保
護
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
。
相
続
放
棄
に
つ
い
て
は
対
抗
問

題
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
遺
産
分
割
と
相
続
放
棄
の
扱
い
の
差
異
も
問
題
と
な
る
（
相
続
放
棄
は
詐
害
行
為
で
は
な
い
と

さ
れ
て
い
る）

10
（

）。 

三　

物
権
変
動
関
連
問
題

関
連
問
題
と
し
て
、
二
重
に
譲
り
受
け
た
者
の
不
法
行
為
の
成
否
、
二
重
の
処
分
の
詐
害
行
為
該
当
性
が
問
題
と
な
る
。

（
一
）
二
重
譲
渡
と
不
法
行
為

判
例
は
、
二
重
譲
渡
に
つ
い
て
譲
受
人
が
単
な
る
悪
意
者
で
あ
る
場
合
に
不
法
行
為
を
認
め
ず
、
二
重
に
譲
り
受
け
た
者
が
背
信
的
悪

意
者
に
あ
た
ら
な
い
限
り
、
不
法
行
為
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
（
最
判
昭
和
三
〇
年
五
月
三
一
日
民
集
九
巻
六
号
七
七
四
頁
―
乙
が
甲
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か
ら
不
動
産
を
買
い
受
け
て
登
記
を
経
な
い
う
ち
、
丙
が
甲
か
ら
右
不
動
産
を
買
い
受
け
て
登
記
を
な
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
丁
に
売
り
渡

し
て
登
記
を
経
た
た
め
、
乙
が
そ
の
所
有
権
取
得
を
丁
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
丙
が
そ
の
買
受
当
時
甲

乙
間
の
売
買
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
丙
は
乙
に
対
し
不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

背
信
的
悪
意
者
概
念
の
拡
が
り
と
い
う
点
か
ら
不
法
行
為
の
成
立
に
つ
い
て
も
相
違
が
考
え
ら
れ
う
る）

11
（

。

ま
た
、
こ
の
問
題
も
批
判
説
の
よ
う
に
と
ら
え
る
場
合
、
成
立
範
囲
が
異
な
り
う
る
（
基
本
的
に
悪
意
者
に
は
不
法
行
為
が
成
立
し
、

過
失
判
断
が
問
題
と
な
る
）。
例
え
ば
詐
欺
者
か
ら
取
消
後
に
譲
り
受
け
た
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
、
そ
の
こ
と
が
取
消
者
に
対
す
る
不
法

行
為
に
あ
た
る
の
か
、
評
価
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

（
二
）
二
重
譲
渡
と
詐
害
行
為

二
重
譲
渡
と
詐
害
行
為
に
つ
い
て
は
別
個
の
法
制
度
と
し
て
詐
害
行
為
取
消
を
認
め
る
。
最
判
昭
和
三
六
年
七
月
一
九
日
民
集
一
五
巻

七
号
一
八
七
五
頁
は
、
特
定
物
引
渡
請
求
権
を
有
す
る
者
も
、
そ
の
目
的
物
を
債
務
者
が
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
無
資
力
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
右
処
分
行
為
を
詐
害
行
為
と
し
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る）

12
（

。

こ
う
し
て
名
義
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
た
め
に
名
義
人
が
無
資
力
と
な
る
際
に
受
益
者
悪
意
の
場
合
、
名
義
人
の
第
二
処
分

を
詐
害
行
為
と
し
て
取
り
消
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
譲
渡
の
場
合
に
対
抗
問
題
で
は
登
記
具
備
者
が
優
先
す
る

も
の
の
、
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
に
お
い
て
元
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
場
合
が
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
詐
害
行
為

取
消
権
行
使
に
お
い
て
は
財
産
を
債
務
者
（
売
主
）
の
下
に
戻
す
だ
け
で
、
第
一
買
主
が
取
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
た
め

に
、
対
抗
問
題
と
は
別
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
で
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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四　

判
例
と
批
判
説
の
相
違

判
例
は
単
純
に
で
き
る
限
り
す
べ
て
の
物
権
変
動
の
場
合
の
登
記
の
強
制
を
意
図
す
る
。
登
記
制
度
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
有

者
不
明
土
地
問
題
等
に
も
対
応
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
九
四
条
二
項
類
推
適
用
な
ど
の
考
え
方
は
所
有
権
取
得
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
、
多
く
の
場
合
に
二
重
取
得
を
否

定
し
（
名
義
人
は
処
分
で
き
な
い
）、
取
得
者
の
保
護
を
善
意
（
無
過
失
）
者
保
護
と
す
る
。
例
え
ば
、
取
消
と
登
記
の
問
題
に
つ
い
て
は

取
消
者
の
権
利
取
得
を
尊
重
す
る
（
取
り
消
さ
れ
た
者
の
処
分
を
否
定
す
る
）、
取
得
時
効
と
登
記
の
問
題
に
つ
い
て
は
時
効
取
得
者
の
権

利
取
得
を
尊
重
す
る
（
長
期
間
占
有
し
な
い
名
義
人
の
処
分
を
否
定
す
る
）、
相
続
と
登
記
に
つ
い
て
は
遺
言
者
の
財
産
配
分
を
尊
重
す

る
、
相
続
人
間
の
財
産
配
分
を
尊
重
す
る
（
相
続
人
の
債
権
者
の
不
動
産
持
分
の
差
押
え
を
否
定
す
る
）
な
ど
、
個
々
の
取
得
原
因
の
意

義
を
尊
重
し
、
対
立
す
る
取
得
原
因
を
劣
後
す
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
転
得
者
問
題
も
同
様
に
取
得
原
因
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
。

問
題
は
個
々
の
取
得
原
因
に
対
す
る
尊
重
を
優
先
す
べ
き
か
登
記
手
続
き
の
強
制
を
第
一
に
考
え
る
の
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々

の
取
得
原
因
の
意
義
と
登
記
の
意
義
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
の
意
義
は
課
税
台
帳
と
し
て
の
意
義
の
他
に
は
権
利
関
係
の
明
確

化
で
あ
り
、
権
利
関
係
の
明
確
化
は
不
動
産
金
融
な
ど
取
引
関
係
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
取
得
原
因
に
お
い
て
取
引
関
係
と
し

て
の
取
得
原
因
と
そ
の
他
の
取
得
原
因
が
区
別
さ
れ
、
対
抗
問
題
は
取
引
関
係
間
（
取
引
上
の
対
抗
関
係
）
の
問
題
と
解
さ
れ
る
（
判
例

の
立
場
は
す
べ
て
の
取
得
関
係
を
取
引
関
係
か
ら
見
る
も
の
で
あ
る
）。

そ
し
て
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
対
抗
関
係
は
二
重
売
買
に
限
定
さ
れ
（
同
一
条
件
の
譲
受
人
で
あ
る
の
で
登
記
の
早
い
者
勝
ち

の
関
係
に
あ
る
）、
そ
の
他
の
取
得
原
因
に
つ
い
て
は
時
間
的
に
早
い
取
得
が
優
先
す
る
（
第
三
者
は
善
意
者
保
護
理
論
に
よ
る
）
と
解
す
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べ
き
と
考
え
る
。

五　

取
引
以
外
の
取
得
原
因
の
尊
重

取
得
原
因
の
尊
重
と
は
例
え
ば
取
得
時
効
に
お
い
て
は
時
効
取
得
に
よ
る
所
有
権
取
得
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
、
相
続
関
係
に
お
い

て
は
被
相
続
人
の
意
思
、
相
続
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
、
取
消
・
解
除
に
お
い
て
は
取
消
原
因
・
解
除
原
因
の
非
難
可
能
性

を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
一
）
取
得
時
効

取
得
時
効
に
つ
い
て
は
、
取
得
時
効
制
度
の
意
義
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。

時
効
の
根
拠
と
し
て
は
、
永
続
し
た
事
実
状
態
の
尊
重
、
権
利
の
上
に
眠
る
者
を
保
護
し
な
い
、
立
証
の
困
難
の
救
済
と
言
わ
れ
る
が
、

本
来
は
正
当
な
所
有
者
の
権
利
主
張
を
補
助
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
長
期
間
経
過
に
よ
る
所
有
権
立
証
の
困
難
さ
を
救
済
す
る
）。
そ

の
た
め
に
非
所
有
者
で
あ
っ
て
も
長
期
間
占
有
者
の
取
得
時
効
主
張
を
可
能
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
得
時
効
の
根
拠
を
所
有
者
の
保
護
と
考
え
る
の
か
、
非
所
有
者
の
長
期
間
占
有
の
尊
重
と
考
え
る
の
か
で
、
取
得
原
因
の
尊
重
の
意

味
が
異
な
り
う
る
が
、
所
有
者
の
主
張
を
補
足
す
る
も
の
と
考
え
る
と
単
な
る
名
義
人
の
処
分
権
は
、
た
と
え
そ
の
者
が
所
有
権
者
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
正
当
化
さ
れ
な
い
（
そ
も
そ
も
時
効
制
度
は
所
有
者
の
保
護
目
的
の
た
め
に
非
所
有
者
の
権
利
主
張
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
も
の
で
あ
る
。
所
有
者
の
所
有
権
の
証
明
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
非
所
有
者
の
主
張
に
対
し
て
も
利
用
さ
れ
う
る
）。
類
型

的
考
察
に
お
い
て
二
重
売
買
類
似
の
場
合
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
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取
得
時
効
の
場
合
、
名
義
人
か
ら
の
譲
受
人
の
明
渡
請
求
に
対
し
て
長
期
占
有
者
が
取
得
時
効
を
主
張
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
名
義
人

（
所
有
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
得
時
効
制
度
の
下
で
は
所
有
者
で
は
な
い
と
さ
れ
る
）
と
名
義
人
か
ら
の
譲
受
人
を
同
視
す
る
の
か
、

譲
受
人
が
登
記
名
義
を
取
得
し
た
こ
と
を
中
断
事
由
と
考
え
る
の
か
、
判
例
の
よ
う
に
完
成
時
点
前
後
で
分
け
る
の
か
で
あ
る
が
、
名
義

人
と
名
義
人
か
ら
の
譲
受
人
は
同
視
さ
れ
、
い
ず
れ
に
対
し
て
も
取
得
時
効
の
主
張
が
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
が
取

得
時
効
制
度
の
意
義
で
あ
り
、
取
得
時
効
制
度
の
尊
重
で
あ
る
）。

そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
時
効
援
用
後
の
問
題
は
残
る
。
援
用
後
に
取
得
し
た
者
に
対
し
て
、
援
用
し
た
者
の
未
登
記
の
帰
責
事
由
が
問

題
と
な
る
（
援
用
後
に
登
記
し
な
い
こ
と
が
黙
認
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
第
三
者
保
護
が
生
じ
う
る
）。

（
二
）
相
続

相
続
に
お
い
て
も
被
相
続
人
の
意
思
、
あ
る
い
は
相
続
人
の
意
思
に
基
づ
く
不
動
産
所
有
権
帰
属
の
優
先
を
認
め
、
第
三
者
の
権
利
を

排
除
す
る
こ
と
を
可
能
と
考
え
る
の
か
で
あ
る
。
主
た
る
問
題
は
相
続
債
権
者
が
相
続
人
の
持
分
を
被
相
続
人
の
意
思
の
実
行
、
相
続
人

の
意
思
の
実
行
よ
り
も
早
く
把
握
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
相
続
法
改
正
は
判
例
理
論
に
反
し
て
被
相
続
人
の
意
思
よ
り
も
相

続
債
権
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
相
続
法
改
正
で
は
配
偶
者
居
住
権
が
認
め
ら
れ
、
土
地
に
は
負
担
が
つ
く
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
（
被
相
続
人
所
有
土
地
に
つ

い
て
は
配
偶
者
居
住
権
が
付
着
す
る
）。
配
偶
者
居
住
権
は
登
記
に
よ
っ
て
対
抗
力
を
取
得
す
る
（
所
有
者
と
の
共
同
申
請
、
遺
産
分
割
審

判
・
調
停
の
際
は
単
独
申
請
）。
相
続
と
登
記
の
問
題
に
お
い
て
は
同
様
に
相
続
人
の
債
権
者
の
代
位
登
記
に
基
づ
く
差
押
え
と
の
優
先
が

問
題
と
な
り
、
相
続
法
改
正
に
お
い
て
登
記
の
効
力
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
（
法
定
相
続
分
を
超
え
る
遺
言
処
分
の
優
先
効
の
確
保

の
た
め
に
登
記
が
必
要
と
さ
れ
る
）、
配
偶
者
居
住
権
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
、
未
登
記
の
間
に
一
部
相
続
人
以
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外
の
者
が
共
有
者
と
な
る
事
態
も
考
え
ら
れ
、
直
ち
に
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
共
有
物
分
割
等
に
未
登
記
配
偶
者
居
住
権

（
劣
後
し
て
登
記
さ
れ
た
も
の
も
）
が
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
る
の
か
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
相
続
債
権
者
側
か
ら
見

れ
ば
配
偶
者
の
居
住
の
必
要
性
の
高
い
場
合
に
配
偶
者
居
住
権
の
負
担
付
不
動
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
配
偶
者
居
住
権
の
優
遇
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
当
初
か
ら
利
用
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
場
合
よ
り
も

有
利
で
は
な
く
、
端
的
に
夫
婦
財
産
（
夫
婦
や
家
族
の
利
用
す
る
夫
婦
共
有
財
産
あ
る
い
は
単
独
所
有
財
産
）
そ
の
も
の
に
配
偶
者
の
居

住
利
益
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
良
い）

11
（

。

相
続
と
登
記
問
題
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
の
相
続
配
分
決
定
に
関
し
て
は
被
相
続
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
被
相
続
人
の
決
定
に
し
た
が
っ

た
後
に
相
続
人
の
処
分
、
あ
る
い
は
相
続
債
権
者
の
相
続
人
財
産
の
差
押
え
が
可
能
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
財
産
配

分
に
相
続
人
は
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
処
分
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
遺
言
執
行
者
が
い
る
場
合
の

遺
言
に
反
す
る
処
分
の
否
定
に
関
す
る
規
定
の
改
正
も
な
さ
れ
、
善
意
者
保
護
規
定
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
相
続
債
権
者
な
ど
は
遺
言

に
つ
い
て
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

被
相
続
人
の
配
分
決
定
に
対
し
て
、
相
続
人
は
遺
留
分
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
続
債
権
者
は
遺
留
分
権
を
代
位
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
判
例
）。

被
相
続
人
の
意
思
の
尊
重
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
生
前
信
託
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
尊
重
さ
れ
う
る
（
財
産
承
継
信
託
―
生
前

信
託
・
遺
言
信
託
）。
財
産
承
継
信
託
と
は
不
動
産
所
有
者
が
信
託
受
益
権
を
連
続
的
に
、
例
え
ば
配
偶
者
、
配
偶
者
死
亡
後
は
長
男
、
長

男
死
亡
後
は
長
男
の
長
男
と
い
う
よ
う
に
連
続
的
に
受
益
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
内
に
不
動
産
を
維
持
し
て
い
く
方
法
で
あ

り
、
相
続
と
は
別
に
承
継
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
名
義
は
受
託
者
に
移
転
す
る
の
で
あ
る
が
、
受
託
者
は
受
益
者
に
受
益
権
を
与
え
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る
。
受
益
権
自
体
、
登
記
さ
れ
う
る
（
擬
制
信
託
に
お
い
て
も
受
益
権
は
物
権
的
に
保
護
さ
れ
う
る
―
設
定
者
・
受
託
者
の
信
頼
に
基
づ

く
制
度
で
あ
る
た
め
）。
受
託
者
に
は
厳
し
い
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
共
に
受
託
者
の
信
託
に
反
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
取
消
権
が
認
め

ら
れ
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
議
論
を
な
く
す
た
め
に
は
生
前
信
託
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
遺
言
信
託
で
も
可
能
で
あ
る
が
、
遺
言

執
行
者
の
登
記
手
続
き
な
ど
が
生
前
信
託
に
比
べ
て
遅
れ
る
）。

「
財
産
承
継
処
分
と
し
て
、
条
件
付
き
処
分
、
負
担
付
き
処
分
、
信
託
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
生
前
処
分
で
行
う
場
合
と
遺

言
処
分
（
遺
贈
、
相
続
分
指
定
、
遺
産
分
割
方
法
指
定
、
遺
言
信
託
）
で
行
う
場
合
が
あ
る
。
自
ら
家
族
に
と
っ
て
適
切
と
思
う
者
に
対

す
る
承
継
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
自
ら
家
族
全
員
に
と
っ
て
良
い
と
考
え
る
配
分
を
承
継
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
そ
の
内
容
決
定
を
信
頼
し
う
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
条
件
付
き
処
分
の
場
合
、
後
継
権
利
者
は
条
件
成
就
に
よ
っ
て

直
接
権
利
を
取
得
す
る
と
共
に
条
件
付
き
権
利
の
主
張
が
可
能
で
あ
る
。
負
担
付
き
処
分
の
場
合
、
後
継
権
利
者
は
負
担
の
実
行
義
務
者

に
実
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
負
担
付
き
権
利
と
し
て
の
主
張
が
可
能
で
あ
る
。
信
託
の
場
合
、
受
益
者
は
直
接
受
益
権
を
主
張
で
き

る
と
共
に
受
託
者
に
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
処
分
は
生
前
に
も
遺
言
で
も
な
す
こ
と
が
で
き
、
生
前
処
分
で
行
う
場

合
に
は
法
律
行
為
の
一
般
的
な
制
限
に
服
す
る
と
共
に
将
来
拘
束
の
程
度
、
拘
束
期
間
の
上
限
の
問
題
が
あ
り
、
受
益
者
連
続
信
託
の
規

律
が
参
考
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
処
分
が
遺
言
で
行
わ
れ
る
場
合
、
遺
言
法
の
規
制
に
服
す
る
（
遺
言
能
力
、
方
式
性
、
内
容
制
限
、
遺
言

で
し
か
で
き
な
い
こ
と
、
決
定
委
託
の
制
限
等
）。
遺
言
法
の
規
律
は
そ
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
が
、
基
本
的
に
遺
言
者
の
真
意
が
明
ら
か

に
さ
れ
れ
ば
、
緩
和
さ
れ
う
る
と
解
さ
れ
る
（
方
式
性
、
内
容
制
限
は
補
充
的
意
義
を
持
つ）

11
（

）。」

「
執
行
面
の
問
題
と
し
て
、
条
件
付
き
処
分
は
条
件
成
就
に
よ
る
取
得
者
が
条
件
成
就
を
立
証
し
、
自
ら
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る

（
条
件
付
き
権
利
と
し
て
、
あ
る
い
は
条
件
成
就
後
の
権
利
と
し
て
）。
負
担
付
き
処
分
に
つ
い
て
は
取
得
予
定
者
が
負
担
の
存
在
を
立
証
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し
、
義
務
者
に
負
担
の
実
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
自
ら
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
負
担
付
き
権
利
と
し
て
、
あ
る

い
は
負
担
実
行
を
前
提
と
す
る
権
利
と
し
て
）。
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
は
受
益
者
が
受
託
者
に
受
益
権
の
実
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
共
に
受
益
権
を
第
三
者
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
信
託
目
録
―
受
益
権
が
将
来
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
現
在
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
）。

そ
れ
ら
の
処
分
が
遺
言
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
遺
言
執
行
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
条
件
付
き
処
分
、
負
担
付
き
処
分
の
場
合
、
遺
言

執
行
者
は
そ
れ
を
確
保
す
る
。
信
託
の
場
合
、
遺
言
の
実
現
は
遺
言
執
行
者
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
信
託
の
実
現
は
受
託
者
に
委
ね
ら
れ
る
。

継
承
的
処
分
を
実
行
す
る
者
を
受
任
者
と
と
ら
え
る
よ
り
も
受
託
者
と
と
ら
え
る
方
が
そ
の
処
分
の
実
行
が
よ
り
確
保
さ
れ
う
る
。
受
託

者
の
義
務
が
よ
り
厳
格
で
あ
る
と
と
も
に
、
受
託
者
を
補
助
す
る
者
（
信
託
管
理
人
、
信
託
監
督
人
）
が
認
め
ら
れ
う
る
た
め
で
あ
る
。

受
託
者
の
義
務
の
厳
格
性
は
受
託
者
に
処
分
内
容
に
つ
い
て
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
裁
量
権
行
使
の
適
正
さ
を
確
保
す
る
。

受
託
者
の
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
産
所
有
者
の
判
断
の
限
界
を
自
ら
信
頼
す
る
者
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
た
め
に
、
家
族
に
と
っ
て
よ
り
良
い
財
産
の
承
継
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
受
益
権
は
物
権
的
性
質
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で

（
対
抗
力
を
有
し
う
る
、
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
）、
受
益
者
自
身
が
受
益
権
を
確
保
し
う
る
と
い
う
点
で
も
有
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
受

益
者
を
補
助
す
る
者
（
受
益
者
代
理
人
）
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
財
産
承
継
に
信
託
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
に
と
っ
て
よ
り
良
い

承
継
が
可
能
と
な
る
（
所
有
者
の
判
断
、
所
有
者
の
信
頼
す
る
者
の
判
断
）。
受
託
者
が
誰
で
あ
る
の
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
。
受
託
者
は
長
期
継
続
の
場
合
の
内
容
の
適
正
さ
、
実
施
の
確
保
、
修
正
権
限
、
主
体
と
し
て
紛
争
解
決
に
あ
た
る
な
ど
広
範
な
裁
量

権
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
厳
格
な
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
受
託
者
を
家
族
に
頼
む
の
が

良
い
の
か
、
専
門
家
に
頼
む
の
が
良
い
の
か
も
問
題
と
な
る
（
家
族
財
産
の
承
継
の
問
題
は
基
本
的
に
は
家
族
の
問
題
で
あ
る
）。
そ
の
際

に
は
ど
こ
ま
で
委
ね
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
受
益
者
の
関
与
が
重
要
で
あ
る
（
受
益
者
の
自
主
的
な
関
与
が
重
要
と
な
る）

15
（

）。」
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相
続
人
の
意
思
に
よ
る
財
産
配
分
に
つ
い
て
も
相
続
債
権
者
の
持
分
差
押
え
に
対
す
る
優
先
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
遺
産
分
割

合
意
を
し
た
相
続
人
に
そ
れ
に
反
す
る
処
分
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

相
続
人
意
思
に
よ
る
財
産
配
分
の
優
遇
措
置
に
対
し
て
、
相
続
債
権
者
に
相
続
分
差
押
え
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
相
続
債
権
者

は
詐
害
行
為
に
よ
っ
て
取
り
消
す
し
か
な
い
。
詐
害
行
為
取
消
権
に
つ
い
て
、
判
例
は
遺
産
分
割
に
つ
い
て
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
を
認

め
る
が
（
批
判
は
あ
る
）、
相
続
放
棄
に
つ
い
て
は
取
消
権
行
使
を
認
め
な
い
（
議
論
が
あ
る
）。

（
三
）
取
消

取
消
に
つ
い
て
は
、
取
り
消
し
た
者
の
取
得
と
取
り
消
さ
れ
た
者
の
処
分
に
よ
る
取
得
の
そ
れ
ぞ
れ
の
取
得
原
因
の
優
劣
の
問
題
と
な

る
。
例
え
ば
、
詐
欺
取
消
の
場
合
に
取
り
消
さ
れ
た
者
は
詐
欺
者
で
あ
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
者
の
処
分
は
正
当
化
す
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
に
取
り
消
し
た
者
の
復
帰
的
取
得
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
取
り
消
し
た
者
の
登
記
を
放
置
し
た
帰
責
性
よ
り
も
取
り
消

さ
れ
た
者
の
取
消
原
因
と
な
る
行
為
の
帰
責
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
処
分
行
為
を
行
う
こ
と
の
悪
性
が
勝
り
、
第
三
者
の
取
得
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
―
善
意
（
無
過
失
）
な
ど
の
九
四
条
二
項
が
適
用
さ
れ
う
る
保
護
原
因
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
）。

（
四
）
解
除

解
除
に
つ
い
て
は
、
解
除
し
た
者
の
取
得
と
解
除
さ
れ
た
者
の
処
分
に
よ
る
取
得
の
そ
れ
ぞ
れ
の
取
得
原
因
の
優
劣
の
問
題
と
な
る
。

債
務
不
履
行
解
除
の
場
合
、
解
除
さ
れ
た
者
は
不
履
行
者
で
あ
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
者
の
処
分
は
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
解
除
し
た
者
の
復
帰
的
取
得
が
取
消
の
場
合
と
同
様
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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六　

取
引
と
い
う
取
得
原
因
と
登
記
制
度

（
一
）
不
動
産
売
買
、
不
動
産
差
押
え

そ
れ
に
対
し
て
取
引
・
金
融
を
原
因
と
す
る
変
動
原
因
同
士
は
一
七
七
条
の
関
係
で
あ
り
、
登
記
の
早
い
者
勝
ち
関
係
と
し
て
の
対
抗

関
係
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

歴
史
的
に
は
支
配
関
係
が
土
地
を
介
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
基
礎
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
封
建
関
係
成
立
後
、
土
地
に
つ
い
て
の
相

続
性
、
譲
渡
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
封
建
関
係
に
お
け
る
誓
約
関
係
・
信
頼
関
係
の
契
約
的
意
義
）。
た
だ
し
、
土
地
は
長
い
間
、
一
部

の
富
裕
層
の
所
有
物
で
あ
っ
た
。
土
地
を
介
し
て
階
層
的
関
係
が
存
在
し
た
（
階
層
関
係
が
支
配
関
係
で
あ
る
の
か
、
中
間
権
力
と
し
て

の
多
層
関
係
で
あ
る
の
か
は
問
題
と
な
る
）。
近
代
以
降
、
個
人
主
義
、
民
主
主
義
の
進
展
、
資
本
主
義
の
発
展
、
都
市
化
の
進
行
と
と
も

に
、
土
地
が
細
分
化
さ
れ
、
全
て
の
個
人
が
収
入
に
よ
り
取
得
可
能
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
細
分
化
は
最
終
的
に
は
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

と
い
う
形
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
の
民
主
化
は
取
得
土
地
を
担
保
と
し
て
金
融
を
得
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
住
宅
金
融

の
進
展
、
日
本
で
は
住
宅
金
融
公
庫
の
創
設
等
）。
日
本
に
お
い
て
は
明
治
後
、
西
欧
化
を
目
指
す
諸
立
法
に
よ
り
近
代
法
が
整
備
さ
れ
、

近
代
市
民
法
原
則
（
所
有
権
絶
対
、
私
的
自
治
、
過
失
責
任
）
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
資
本
主
義
に
対
応
し
た
私
法
制
度
が
も
た
ら
さ
れ
、

取
引
重
視
、
金
融
尊
重
に
基
づ
く
経
済
発
展
を
目
指
す
法
制
度
が
整
備
さ
れ
（
会
社
制
度
、
登
記
制
度
、
銀
行
制
度
等
）、
都
市
化
が
進
行

し
、
そ
れ
に
伴
い
不
動
産
所
有
民
主
化
も
図
ら
れ
る
（
不
動
産
所
有
権
は
事
業
資
本
と
し
て
の
意
義
と
と
も
に
個
人
所
有
と
し
て
の
意
義

の
拡
大
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
）。
不
動
産
所
有
の
民
主
化
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
不
動
産
自
体
事
業
金
融
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
動
産
所
有
民
主
化
の
た
め
に
土
地
金
融
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
動
産
金
融
自
体
は
事
業
者
に
と
っ
て
必
須
の
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も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
本
来
産
業
発
展
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
金
融
は
副
次
的
な
も
の
で
、
金
融
の
役
割
が
少
な
い
方
が
正

当
な
資
本
主
義
の
発
展
を
も
た
ら
す
（
イ
ギ
リ
ス
）
と
考
え
ら
れ
る
が
、
金
融
に
依
拠
す
る
資
本
主
義
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
ド

イ
ツ
、
日
本
）。
金
融
資
本
主
義
は
極
端
に
は
財
産
価
値
の
増
加
、
貨
幣
量
の
増
加
に
よ
る
資
本
主
義
発
展
の
援
助
を
重
視
す
る
も
の
で
あ

る
。
端
的
に
は
貨
幣
量
の
増
加
の
み
に
よ
っ
て
も
一
定
の
効
果
が
み
ら
れ
る
が
（
金
融
緩
和
）、
経
済
活
動
の
発
展
を
図
る
方
が
安
定
的
と

な
る
（
極
端
な
価
値
増
加
は
バ
ブ
ル
で
あ
る
）。

農
地
に
つ
い
て
は
小
作
制
度
の
封
建
性
が
批
判
さ
れ
、
戦
後
の
経
済
民
主
化
の
一
環
と
し
て
の
農
地
改
革
に
よ
っ
て
、
農
地
が
小
作
農

の
所
有
物
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
細
分
化
と
統
合
の
問
題
が
、
都
市
化
の
問
題
と
併
せ
て
生
じ
る
。
農
業
の
重
要
性
か
ら
、
都
市
と
の

調
整
が
図
ら
れ
、
国
土
利
用
計
画
、
都
市
計
画
な
ど
の
公
的
調
整
が
実
施
さ
れ
、
農
地
法
に
よ
る
利
用
確
保
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
平
成

二
七
年
に
は
都
市
農
業
振
興
基
本
法
が
制
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
開
発
促
進
の
側
面
も
常
に
存
在
す
る
。

こ
う
し
て
不
動
産
の
取
引
価
値
が
一
面
的
に
重
視
さ
れ
、
住
宅
所
有
民
主
化
と
い
う
側
面
は
あ
る
も
の
の
、
事
業
者
の
金
融
な
ど
金
融

的
側
面
が
重
視
さ
れ
、
不
動
産
価
値
が
不
動
産
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
事
項
と
な
る
。
土
地
の
金
融
面
で
の
意
義
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
土
地
の
価
値
化
と
価
値
上
昇
に
依
拠
し
た
経
済
発
展
―
金
融
商
品
の
拡
大
に
よ
る
経
済
発
展
と
軌
を
一
に
す
る
）。
こ
の
よ
う
な
不
動

産
金
融
の
た
め
の
権
利
関
係
の
明
確
化
の
た
め
に
登
記
が
必
要
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
を
頂
点
と
し
て
不
動
産
価
格
が
下
が
り
、
現
在
も
上
昇
と
ま
で
は
言
え
ず
、
さ
ら
に
人
口
減
少
の
継
続
が
予
想
さ
れ

る
中
、
価
格
上
昇
を
当
て
に
す
る
金
融
、
金
融
商
品
は
、
金
融
量
の
増
加
、
意
図
的
な
つ
り
上
げ
の
な
い
限
り
、
発
展
す
る
見
込
み
が
少

な
い
と
思
わ
れ
る
（SD

G
S

が
要
請
さ
れ
て
い
る
）。

ま
た
、
高
齢
化
社
会
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
る
中
、
高
齢
者
の
利
用
継
続
の
重
視
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
信
託
な
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ど
を
用
い
た
不
動
産
承
継
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
家
族
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
戦
後
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
個
人
主
義
的
家
族
観
か
ら
核
家
族
が
広
が
り
、

そ
の
後
も
共
働
き
の
増
加
、
非
婚
者
の
増
加
と
そ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
生
活
制
度
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
な
ど
個
人
の
孤
立
し
た

社
会
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
家
族
の
土
地
に
基
づ
く
つ
な
が
り
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
の
不
動
産
の
意
義
が
再
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
登
記
制
度

登
記
制
度
自
体
、
不
動
産
金
融
の
促
進
に
対
す
る
意
義
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
厳
格
な
不
動
産
譲
渡
手
続
き
に
代
わ
る
手
続
き
と

し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
当
初
の
富
裕
層
の
持
つ
不
動
産
譲
渡
の
意
義
と
近
代
以
降
の
金
融
中
心
の
産
業
発
展
、
土
地
所

有
民
主
化
で
の
不
動
産
譲
渡
の
意
義
は
大
き
く
異
な
る
。

当
初
、
極
め
て
慎
重
な
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
の
登
記
の
意
義
と
近
代
に
お
け
る
登
記
に

基
づ
く
権
利
関
係
の
明
確
化
に
よ
る
不
動
産
金
融
の
進
展
と
と
も
に
活
発
な
取
引
が
企
図
さ
れ
る
中
で
の
登
記
の
意
義
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
登
記
制
度
に
近
代
以
前
の
伝
統
を
濃
く
残
し
、
極
め
て
厳
格
な
手
続
き
で
行
わ
れ
る
。
諸
外
国
で
は
厳

格
な
登
記
手
続
き
が
強
い
効
力
の
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
手
続
き
は
厳
格
で
は
な
い
が
、
自
発
的
な
登
記
要

請
か
ら
強
い
効
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
。

登
記
の
意
義
と
し
て
は
、
不
動
産
金
融
の
促
進
、
不
動
産
権
利
設
定
手
続
き
の
厳
格
性
と
と
も
に
課
税
台
帳
と
し
て
の
意
義
も
有
す
る
。

登
記
強
制
と
は
課
税
台
帳
と
し
て
正
し
い
所
有
者
を
把
握
す
る
こ
と
、
権
利
関
係
を
正
確
に
外
部
者
が
把
握
で
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
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も
の
で
あ
る
（
取
引
安
全
）。

諸
外
国
の
よ
う
な
慎
重
な
手
続
き
の
な
い
我
が
国
の
登
記
制
度
（
登
記
官
の
実
質
的
審
査
権
限
も
な
い
）
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
変
動

原
因
に
つ
い
て
未
登
記
者
の
権
利
を
否
定
し
、
間
接
的
に
登
記
強
制
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
判
例
を
見
て
も
明
白
な
よ
う
に
、
不
当
な
名

義
人
の
処
分
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
登
記
強
制
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ソ
リ
シ
タ
ー
の
関
与
す
る
厳
格
な
登
記
手
続
き
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妥
当
性

の
な
い
登
記
の
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

登
記
に
契
約
法
上
の
効
力
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
自
ら
が
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
の
慎
重
な
登
記
手
続
き
が
必
要
で
あ

る
（
な
り
す
ま
し
を
防
ぐ
、
偽
造
書
類
を
防
ぐ
等
）。

こ
の
よ
う
な
手
続
的
な
厳
格
さ
不
足
す
る
登
記
を
、
登
記
可
能
な
者
が
登
記
を
な
さ
な
い
場
合
に
は
登
記
取
得
者
に
劣
後
す
る
と
い
う
、

登
記
不
実
施
者
に
対
す
る
罰
則
の
よ
う
な
形
で
強
制
す
る
こ
と
は
、
不
当
な
権
利
者
を
認
め
、
正
当
な
権
利
者
の
犠
牲
の
下
で
登
記
の
完

全
性
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

登
記
し
な
い
者
に
対
す
る
罰
則
の
よ
う
な
形
で
登
記
に
強
い
効
力
を
認
め
、
制
度
強
制
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
と
当
初
の
伝
統
を

引
き
継
ぐ
厳
格
な
手
続
き
で
の
登
記
に
強
い
効
力
を
認
め
る
や
り
方
は
全
く
異
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
取
得
原
因
ご
と
に
正
当
性
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
取
得
時
効
制
度
の
意
義
の
尊
重
、
相
続
の
際
の
財
産
配

分
の
尊
重
―
家
族
財
産
と
し
て
の
不
動
産
）。
諸
外
国
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
個
人
の
尊
重
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
登
記
手
続
き
は
基
本
的
に
従
来
の
手
続
き
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
解
釈
問
題
と
し
て
の
相
違
が
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、

オ
ン
ラ
イ
ン
以
降
文
書
で
は
な
く
記
号
番
号
に
よ
る
譲
渡
と
し
て
よ
り
簡
素
化
さ
れ
る
た
め
に
よ
り
実
質
的
取
得
原
因
へ
の
配
慮
が
重
要
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と
考
え
ら
れ
る
。

所
有
者
不
明
土
地
の
増
加
の
た
め
に
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
、
効
率
的
な
公
的
利

用
が
企
図
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
登
記
に
よ
る
権
利
関
係
の
明
確
化
も
要
請
さ
れ
る
（
長
期
相
続
登
記
等
未
了
土
地
に
係
る
不
動
産
登
記

法
の
特
例
）。
ま
た
土
地
の
所
有
者
の
探
索
の
た
め
に
必
要
な
公
的
情
報
（
固
定
資
産
課
税
台
帳
、
地
籍
調
査
票
等
）
に
つ
い
て
、
行
政
機

関
が
利
用
で
き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
の
結
び
つ
け
に
よ
る
個
人
情
報
の
公
的
把
握
の
問
題
が
生
じ

る
。
こ
の
よ
う
な
近
時
の
問
題
を
併
せ
て
考
え
て
も
家
族
財
産
と
し
て
の
土
地
の
意
義
が
勝
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七　

信
託
制
度
の
特
色
（
設
定
者
意
思
の
尊
重
―
受
益
権
の
物
権
的
効
力
）

名
義
と
実
質
の
分
離
す
る
例
と
し
て
信
託
が
挙
げ
ら
れ
る
（
前
述
の
よ
う
に
財
産
承
継
の
際
に
有
用
で
あ
る
）。
信
託
に
お
い
て
は
設
定

者
意
思
の
尊
重
が
強
く
図
ら
れ
て
い
る
。

所
有
者
は
受
益
者
に
財
産
利
益
を
与
え
る
（
受
益
権
）
た
め
に
受
託
者
に
財
産
所
有
権
を
与
え
て
受
益
者
の
た
め
の
管
理
を
委
ね
る
。

設
定
者
（
旧
所
有
者
）
と
受
託
者
（
新
所
有
者
）
間
の
信
託
契
約
に
よ
っ
て
受
益
者
に
受
益
権
が
設
定
さ
れ
る
（
受
益
者
が
実
質
的
所
有

者
）。
受
託
者
が
所
有
者
と
な
り
、
名
義
を
取
得
し
、
受
益
権
を
執
行
す
る
。
そ
の
た
め
に
受
託
者
（
名
義
人
）
の
受
益
権
実
行
の
た
め
の

強
い
義
務
が
課
さ
れ
（
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
等
）、
受
益
者
の
受
益
権
に
物
権
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
（
対
抗
力
、
取
消
権
）。
実

質
的
所
有
者
（
受
益
者
）
の
受
益
権
は
物
権
的
保
護
を
受
け
（
信
託
目
録
、
信
託
目
録
の
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
擬
制
信
託
の
よ
う
な
場

合
で
も
解
釈
上
、
物
権
的
保
護
が
認
め
ら
れ
う
る
）、
名
義
人
（
受
託
者
）
は
受
益
権
を
実
施
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
、
名
義
人
か
ら
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の
処
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
義
務
違
反
の
処
分
に
対
し
て
善
意
者
保
護
は
認
め
ら
れ
に
く
い
（
信
託
の
存
在
は
認
識
さ
れ
や
す
い
）。

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
、
信
託
は
そ
も
そ
も
家
族
内
で
の
土
地
の
承
継
を
規
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
（
継
承
財
産

設
定
）。
夫
婦
財
産
に
つ
い
て
は
擬
制
信
託
を
用
い
て
信
託
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
も
認
め
ら
れ
、
受
益
権
は
善
意
有

償
で
認
識
の
な
い
第
三
者
以
外
の
者
を
拘
束
す
る
（bona fide purchaser w

ithout notice

）。
信
託
受
益
権
の
物
権
的
効
力
は
、
コ
モ

ン
ロ
ー
の
硬
直
性
を
緩
和
す
る
た
め
に
エ
ク
ィ
テ
ィ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
（
伝
統
的
認
識
理
論
）。
そ
し
て
伝
統
的
認
識
理
論
は
近

代
財
産
制
定
法
、
登
記
制
度
に
お
い
て
も
そ
の
意
義
が
存
続
す
る
。
土
地
に
つ
い
て
は
、
未
登
記
地
域
に
お
け
る
土
地
負
担
登
記
制
度
に

お
け
る
登
記
の
意
義
と
登
記
さ
れ
な
い
権
利
に
お
い
て
、
権
原
登
記
制
度
に
お
け
る
登
記
の
意
義
とoverriding interests

に
お
い
て
そ
の

意
義
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、overreaching

制
度
も
存
す
る）

11
（

。
信
託
受
益
権
の
強
い
権
利
性
と
受
託
者
の
強
い
義

務
が
信
託
制
度
の
特
色
で
あ
り
、
第
三
者
保
護
に
影
響
す
る
。

「
信
託
の
保
護
は
多
様
性
の
保
護
、
家
族
財
産
の
保
護
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
近
代
の
画
一

性
、
取
引
保
護
と
相
反
す
る
も
の
で
も
あ
る
」。「
イ
ギ
リ
ス
財
産
法
に
お
い
て
は
、
素
地
と
し
て
多
様
性
と
柔
軟
性
が
強
く
保
護
さ
れ
て

い
た
点
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
家
族
財
産
の
保
護
、
従
前
の
関
係
の
尊
重
の
意
義
が
重
視
さ
れ
て
い
た
点
が
特
色
と
し
て
存
す
る
の

で
あ
る）

11
（

。」

物
権
的
効
力
と
は
、
委
託
者
の
意
図
に
基
づ
く
財
産
関
係
、
財
産
承
継
の
尊
重
で
あ
り
、
果
た
さ
れ
な
い
と
き
は
受
託
者
に
厳
し
い
責

任
が
課
さ
れ
る
。「
こ
の
こ
と
は
特
に
土
地
に
関
し
て
あ
て
は
ま
る
。
所
有
者
の
承
継
に
関
す
る
意
図
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
受
託

者
の
不
当
処
分
を
認
め
て
ま
で
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
り
、
土
地
に
関
し
て
は
家
族
財
産
の
維
持
に
基
づ
く
保

守
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

11
（

」。
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「
我
が
国
の
解
釈
理
論
と
し
て
、
物
権
債
権
理
論
、
公
示
制
度
論
、
取
引
安
全
論
が
存
し
、
こ
の
こ
と
が
原
則
と
み
な
さ
れ
、
例
外
と
し

て
柔
軟
性
を
認
め
る
解
釈
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
多
様
性
、
柔
軟
性
を
個
人
の
権
利
の
重
視
と
し
て
原

則
と
み
な
す
解
釈
方
法
が
採
ら
れ
な
い
か
を
今
後
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
信
託
制
度
の
根
幹
で
あ
る
安
定
性
と
柔

軟
性
を
損
な
わ
な
い
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
我
が
国
の
法
制
度
の
下
で
は
、
原
則
に
対
立
す
る
理
論
を
強
調
す
る
必
要
性

か
ら
、
受
益
権
を
物
権
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
方
向
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る）

20
（

。」

八　

結
語

不
動
産
物
権
変
動
問
題
に
お
い
て
登
記
の
強
制
を
重
視
す
る
解
決
と
一
般
的
に
第
三
者
保
護
問
題
と
す
る
解
決
が
あ
り
、
判
例
は
で
き

る
限
り
す
べ
て
の
変
動
原
因
を
登
記
を
優
劣
関
係
の
基
準
と
す
る
対
抗
関
係
と
と
ら
え
、
第
三
者
の
範
囲
を
背
信
的
悪
意
者
の
除
外
で
限

定
し
て
い
く
。
判
例
は
す
べ
て
の
取
得
原
因
を
同
等
と
し
て
登
記
強
制
の
意
義
を
重
視
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
批
判
説
は
二
重
譲
渡
の
際

の
所
有
権
の
二
重
帰
属
の
不
能
を
基
礎
と
し
て
善
意
者
保
護
理
論
で
構
成
す
る
（
時
間
的
先
後
を
重
視
す
る
）。
こ
の
点
に
お
い
て
は
一
般

的
に
善
意
者
保
護
を
認
め
る
考
え
方
と
取
得
原
因
に
よ
っ
て
対
抗
関
係
と
そ
う
な
ら
な
い
場
合
を
区
別
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
判
例
の
考

え
方
と
一
般
に
善
意
者
保
護
を
認
め
る
考
え
方
の
両
者
の
相
違
は
大
き
く
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
判
例
に
お
い
て
も
背
信
的
悪

意
者
の
拡
大
と
し
て
妥
当
な
結
論
を
も
た
ら
し
う
る
と
も
捉
え
ら
れ
う
る
。
細
部
に
お
い
て
は
背
信
的
悪
意
者
の
認
定
の
問
題
、
善
意
（
無

過
失
）
者
保
護
に
お
け
る
帰
責
性
と
過
失
の
問
題
を
柔
軟
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
論
的
に
は
重
な
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
不
法

行
為
の
成
立
と
も
関
連
す
る
。
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判
例
の
考
え
方
と
善
意
者
保
護
を
用
い
る
考
え
方
の
相
違
は
、
基
本
的
に
登
記
が
残
っ
て
い
る
者
の
処
分
を
可
能
と
考
え
、
背
信
的
悪

意
者
を
排
除
す
る
と
考
え
る
の
か
、
登
記
が
残
っ
て
い
る
者
の
処
分
は
可
能
で
は
な
い
が
そ
の
登
記
を
放
置
し
た
者
の
落
ち
度
を
重
く
見

て
、
善
意
者
保
護
を
認
め
る
か
で
あ
る
（
そ
の
際
に
は
処
分
者
の
帰
責
性
も
取
得
原
因
に
応
じ
て
問
題
と
さ
れ
る
）。
処
分
者
の
悪
性
は
判

例
に
よ
る
と
背
信
的
悪
意
判
断
の
際
に
加
味
さ
れ
う
る
が
、
善
意
者
保
護
の
場
合
は
放
置
者
の
落
ち
度
の
判
断
に
影
響
す
る
。
す
な
わ
ち
、

背
信
的
悪
意
者
判
断
の
柔
軟
化
に
よ
っ
て
実
質
的
な
相
違
は
少
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
取
得
時
効
の
場
合
の
背
信
的
悪
意
者
判

断
が
異
な
る
こ
と
が
参
照
さ
れ
、
ま
た
、
最
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
の
地
役
権
事
例
に
お
い
て
未
登
記
の
表
現
地
役
権
の
登
記
の
欠

缺
を
主
張
す
る
こ
と
が
信
義
に
反
す
る
と
し
た
事
例
の
よ
う
に
明
白
な
負
担
に
つ
い
て
は
未
登
記
で
あ
っ
て
も
尊
重
さ
れ
る
と
す
る
判
断

が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
従
前
の
拙
稿
に
基
づ
き
、
取
得
原
因
の
意
義
を
第
一
に
考
察
す
べ
き
と
す
る
（
対
抗
関
係
か
否
か
判
断
す
る
）。
二
重
売
買

は
登
記
が
解
決
基
準
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
二
重
帰
属
（
復
帰
的
物
権
変
動
、
相
続
、
取
得
時
効
等
）
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
そ
れ
ぞ
れ

の
取
得
原
因
の
意
義
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
取
引
と
家
族
財
産
の
関
係
等
）、
登
記
具
備
に
つ
い
て
の
落
ち
度
は
重
視
さ
れ
な
い
と

考
察
し
た
（
そ
も
そ
も
登
記
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
で
も
あ
る
）。
登
記
を
要
す
る
物
権
変
動
の
範
囲
を
広
く
と
ら
え
る
の
か
狭
く
限
定
す

る
の
か
の
問
題
と
し
て
は
、
個
々
の
取
得
原
因
の
意
義
か
ら
狭
く
と
ら
え
る
べ
き
と
考
え
る
（
取
消
・
解
除
に
つ
い
て
は
復
帰
的
物
権
変

動
の
原
因
を
一
次
的
に
考
察
す
べ
き
と
考
え
、
取
消
・
解
除
後
の
名
義
人
の
処
分
の
悪
性
が
大
き
い
と
考
え
る
）。

取
得
原
因
の
意
義
に
基
づ
く
解
決
と
一
般
的
に
第
三
者
保
護
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
る
解
決
の
相
違
は
、
取
得
原
因
の
意
義
に
基
づ
き

対
抗
関
係
か
ど
う
か
の
一
次
的
判
断
を
な
し
、
そ
の
後
の
取
得
に
善
意
者
保
護
が
認
め
ら
れ
る
か
判
断
す
る
二
段
階
の
判
断
と
す
る
か
、

す
べ
て
取
得
原
因
は
所
有
権
概
念
か
ら
二
重
移
転
不
能
で
あ
り
、
第
三
者
は
善
意
者
保
護
に
よ
る
保
護
を
受
け
、
善
意
者
保
護
理
論
の
中
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で
取
得
原
因
の
相
違
を
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
責
事
由
と
し
て
考
察
す
る
か
の
相
違
と
な
る
。
一
般
的
に
善
意
者
保
護
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
考

え
方
を
と
ら
ず
、
取
得
原
因
に
よ
っ
て
対
抗
関
係
に
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
の
区
別
を
認
め
る
場
合
は
二
段
階
の
判
断
と
な
る
。
端
的
に

個
々
の
取
得
原
因
の
意
義
か
ら
解
す
る
方
が
明
快
で
あ
る
。

取
得
原
因
ご
と
に
考
え
る
場
合
、
取
得
原
因
ご
と
の
取
得
の
意
義
と
取
引
の
意
義
（
名
義
人
の
処
分
）
の
比
較
と
な
る
。
両
者
が
対
等

な
地
位
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
考
察
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
取
引
・
不
動
産
の
価
値
を
重
視
し
、
登
記
強
制
の
意
義

を
重
視
す
る
の
か
個
々
の
取
得
原
因
の
意
義
を
尊
重
し
、
名
義
人
に
処
分
権
が
な
い
と
考
え
る
の
か
で
あ
る
。
取
引
価
値
と
そ
の
他
の
価

値
（
家
族
財
産
と
し
て
の
土
地
の
意
義
）
の
政
策
的
判
断
の
問
題
と
も
な
り
、
要
は
登
記
を
し
な
い
こ
と
の
落
ち
度
を
重
大
な
落
ち
度
と

考
え
る
の
か
、
そ
の
た
め
に
名
義
人
に
処
分
権
が
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
そ
の
落
ち
度
は
重
大
な
も
の
で
は
な
く
、
名
義
人
の
落
ち
度
の

方
が
重
大
と
考
え
る
の
か
で
あ
っ
て
、
相
続
に
つ
い
て
は
相
続
債
権
者
と
遺
言
者
・
相
続
人
の
問
題
と
な
る
。
登
記
強
制
と
は
課
税
台
帳

と
し
て
正
し
い
所
有
者
を
把
握
す
る
こ
と
、
権
利
関
係
を
正
確
に
外
部
者
が
把
握
で
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
（
取
引
安
全
）。

こ
う
し
て
、
不
動
産
権
利
関
係
の
明
確
化
の
必
要
性
、
た
と
え
ば
取
引
に
よ
る
取
得
者
の
期
待
、
相
続
の
際
の
相
続
債
権
者
の
相
続
分

持
分
把
握
へ
の
期
待
等
と
取
得
時
効
の
際
の
制
度
意
義
と
し
て
の
時
効
取
得
者
の
本
権
者
性
、
被
相
続
人
・
相
続
人
の
意
思
に
よ
る
財
産

配
分
の
尊
重
、
取
消
解
除
に
お
け
る
処
分
者
の
悪
性
の
問
題
等
が
比
較
考
慮
さ
れ
る
。

個
々
の
取
得
原
因
ご
と
の
意
義
の
尊
重
（
取
得
時
効
に
お
け
る
長
期
間
居
住
、
相
続
に
お
け
る
被
相
続
人
・
相
続
人
の
意
思
に
基
づ
く

配
分
の
優
遇
）
と
登
記
の
尊
重
（
取
引
関
係
の
明
確
化
の
た
め
の
意
義
を
取
引
関
係
に
な
い
取
得
原
因
に
も
及
ぼ
す
こ
と
―
取
引
を
一
面

的
に
優
遇
す
る
措
置
）
は
基
本
的
な
相
違
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
が
一
次
的
に
考
慮
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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先
の
遺
贈
と
登
記
の
問
題
に
お
い
て
は
、
ま
ず
遺
言
者
の
意
思
が
相
続
人
の
相
続
分
を
差
し
押
さ
え
る
差
押
債
権
者
よ
り
も
優
先
す
べ

き
と
な
る
。
そ
の
他
の
遺
言
処
分
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
遺
言
者
の
家
の
継
続
の
た
め
の
、
家
族
が
依
拠
す
る
中
心
と
し
て
の
居
住

地
の
存
続
を
図
る
遺
言
者
の
意
思
決
定
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
相
続
人
の
総
意
に
よ
る
家
の
継
続
、
家
族
が
依
拠
す
る
中
心
と
し

て
の
居
住
地
の
存
続
を
図
る
合
意
（
遺
産
分
割
）
も
同
様
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
相
続
債
権
者
の
差
押
え
の
結
果
と
し
て
の
共
有

物
分
割
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
配
偶
者
居
住
権
制
度
の
安
定
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
相
続
に
お
い
て
は
そ
も
そ

も
相
続
債
権
者
が
相
続
分
を
だ
れ
よ
り
も
早
く
把
握
し
う
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

取
得
時
効
の
際
に
、
名
義
人
か
ら
譲
り
受
け
た
者
が
移
転
登
記
し
、
占
有
者
に
明
渡
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
占
有
者
が
時
効
取
得
を
主
張

し
た
場
合
、
名
義
人
が
真
の
所
有
者
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
取
得
時
効
制
度
は
所
有

権
の
所
在
が
不
明
な
場
合
に
所
有
者
決
定
を
補
助
す
る
制
度
で
あ
り
、
間
違
っ
て
所
有
者
で
な
い
者
を
所
有
者
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

し
て
も
取
得
時
効
要
件
を
満
た
す
限
り
、
真
の
所
有
者
保
護
の
た
め
に
そ
の
者
も
所
有
者
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
制
度
で
あ
る
た
め

に
、
名
義
人
が
真
の
所
有
者
で
あ
っ
た
場
合
で
も
名
義
人
か
ら
の
取
得
者
も
取
得
時
効
制
度
の
下
で
は
劣
後
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
占

有
尊
重
説
）。
そ
も
そ
も
援
用
し
な
い
こ
と
を
落
ち
度
と
と
ら
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
援
用
可
能
な
者
を
対
抗
関
係
に
あ
る
者
と
と
ら

え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
時
効
制
度
と
取
引
制
度
の
意
義
を
考
察
し
、
時
効
制
度
の
意
義
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
は
取

引
の
安
全
よ
り
も
居
住
な
ど
の
安
定
が
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
取
得
者
の
行
為
、
第
二
取
得
者
と
名
義
人
の
共
同
行
為
が
第
一
取
得
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
同

様
に
取
得
原
因
の
意
義
が
関
係
す
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
の
取
引
価
値
以
外
の
価
値
の
尊
重
に
関
し
て
は
、
当
事
者
意
思
に
よ
る
方
法
と
し
て
信
託
を
用
い
た
家
族
財
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産
の
実
質
的
権
利
関
係
の
尊
重
（
配
偶
者
居
住
権
）、
維
持
の
尊
重
（
継
承
的
な
信
託
設
定
）
が
認
め
ら
れ
る
。
信
託
に
お
い
て
は
設
定
者

意
思
の
尊
重
が
受
益
権
の
物
権
性
、
受
託
者
の
厳
格
な
義
務
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
登
記
に
優
先
す
る
受
益
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
実
質
的
所
有
権
で
あ
る
受
益
権
が
尊
重
さ
れ
、
未
登
記
で
あ
っ
て
も
受
託
者
の
信
頼
違
反
の
処
分
が
非
難
さ
れ
、
悪
意

者
は
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
表
現
地
役
権
事
例
の
よ
う
に
未
登
記
の
明
白
な
負
担
に
つ
い
て
拘
束
力
を
認
め
る
事
例
が
参
照
さ
れ
る
。
一
般
に

登
記
の
な
い
明
白
な
負
担
の
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
時
間
的
に
優
先
す
る
明
白
な
負
担
の
拘
束
問

題
と
時
間
的
に
優
先
す
る
取
得
原
因
の
問
題
を
第
三
者
の
問
題
と
し
て
は
同
一
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
と
と
も
に
原
因
関

係
の
問
題
と
し
て
も
登
記
を
優
先
関
係
の
基
準
と
す
る
競
合
関
係
に
は
な
い
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
ど
ち
ら
も
登
記
よ
り
も
土
地
利
用
の
現
状
の
尊
重
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
不
動
産
に
関
す
る
行
政
的
な
制
限
に
つ
い
て
は
登
記
は
問
題
と
な
ら
な
い
（
公
共
性
の
た
め
の
制
約
）。
土
地
の
投
機
的
取
引

と
地
価
の
高
騰
が
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
弊
害
の
除
去
、
乱
開
発
の
未
然
防
止
と
遊
休
土
地
の
有
効
利
用
の
促
進
か
ら
昭
和
四
九
年
に
国
土

利
用
計
画
法
が
定
め
ら
れ
、
個
々
の
土
地
規
制
（
都
市
計
画
法
、
農
業
振
興
法
、
森
林
法
、
自
然
公
園
法
、
自
然
環
境
保
全
法
）
が
設
け

ら
れ
、
そ
の
後
、
そ
れ
ら
を
総
合
調
整
す
る
た
め
の
総
合
的
な
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
と
し
て
、
新
た
に
土
地
利
用
基
本
計
画
制
度
が

平
成
二
八
年
に
創
設
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
こ
の
よ
う
な
公
共
性
に
基
づ
く
土
地
の
利
用
計
画
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
従
来
の
都
市
計
画
変
更）

22
（

、

例
え
ば
市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
（
逆
も
）
に
よ
る
線
引
き
変
更
（
五
年
ご
と
）
に
よ
る
不
利
益
は
、
そ
の
公
共
性
か
ら
甘
受

す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
土
地
規
制
に
つ
い
て
は
手
続
的
保
障
を
経
た
上
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
無
制
約
に
認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
損
失
補
償
等
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る）

21
（

）。 

そ
も
そ
も
規
制
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
は
あ
る
（
国
立
マ
ン
シ
ョ
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ン
訴
訟
で
は
一
般
に
景
観
利
益
の
存
在
、
条
例
の
適
法
性
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
建
築
基
準
法
違
反
が
な
く
、
違
法
性
が
な
い
と
さ
れ
る

（
既
存
不
適
格
）
―
そ
の
後
景
観
法
が
制
定
さ
れ
る
）。

家
族
の
居
住
の
尊
重
も
重
要
な
も
の
と
考
え
れ
ば
土
地
に
つ
い
て
の
制
約
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
相
続
法
改
正
に
よ
り
配
偶

者
居
住
権
の
負
担
が
つ
く
こ
と
に
な
る
）。
遺
産
に
つ
い
て
は
共
有
的
な
性
質
が
強
化
さ
れ
て
い
る
が
（
相
続
法
改
正
に
お
け
る
相
続
債
権

者
の
持
分
把
握
の
強
調
）、
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
信
託
利
用
が
重
要
と
な
る
。

ま
た
、
土
地
に
つ
い
て
は
団
体
的
制
約
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
入
会
地
に
は
そ
も
そ
も
個
人
持
分
が
な
い
）。
合
有
理
論
と
し

て
組
合
財
産
に
対
す
る
組
合
員
個
人
の
債
権
者
の
執
行
の
制
限
も
認
め
ら
て
い
る
。
総
有
と
さ
れ
る
権
利
能
力
社
団
財
産
が
代
表
者
名
義

と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
代
表
者
の
債
権
者
の
差
押
え
に
対
し
て
第
三
者
意
義
が
認
め
ら
れ
る
（
東
京
地
判
昭
和
五
九
年
一
月
一
九
日
判
時

一
一
二
五
号
一
二
九
頁）

21
（

）。
入
会
権
は
登
記
が
な
く
て
も
対
抗
し
う
る
（
大
判
明
治
三
六
年
六
月
一
九
日
民
録
九
輯
七
五
九
頁
）。
入
会
権

は
地
盤
所
有
の
変
更
に
影
響
さ
れ
な
い
（
最
判
昭
和
三
二
年
六
月
一
一
日
裁
判
集
民
二
六
号
八
八
一
頁）

25
（

）。

不
動
産
金
融
の
点
か
ら
不
動
産
の
取
引
安
全
を
重
視
す
る
の
が
近
代
法
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
お
い
て
不
動

産
金
融
、
土
地
所
有
民
主
化
な
ど
の
た
め
に
土
地
取
引
の
活
性
化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
、
不
動
産
取

引
の
方
式
性
が
頑
な
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
信
託
受
益
権
の
物
権
的
効
力
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
不
動
産
所
有
民
主
化
か
ら
細
分
化
と
不
動
産
金
融
の
進
展
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
人
口
減
少
、
高
齢
社
会
の
到
来
と
と
も
に
居
住

継
続
の
意
義
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
取
得
時
効
制
度
の
尊
重
、
被
相
続
人
・
相
続
人
の
意
思
の
尊
重
等
）。

土
地
金
融
は
経
済
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
土
地
の
価
値
化
の
強
調
、
金
融
商
品
化
は
金
融
社
会
の
弊
害
か

ら
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
経
済
発
展
の
進
行
が
緩
や
か
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
必
ず
生
じ
る
と
い
う
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問
題
に
対
し
て
、
価
値
の
増
大
が
経
済
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
空
想
的
解
決
方
法
に
依
拠
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
金
融
商
品
の

技
術
的
な
拡
大
は
依
存
と
癒
着
を
も
た
ら
す
等
弊
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る）

21
（

。

金
融
を
中
心
と
す
る
経
済
発
展
、
都
市
化
、
核
家
族
化
に
基
づ
く
個
人
中
心
の
消
費
社
会
か
ら
土
地
と
家
族
を
中
心
と
す
る
自
治
的
社

会
と
そ
れ
に
基
づ
く
経
済
発
展
（
実
質
的
経
済
発
展
）
へ
の
移
行
が
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
不
動
産
に
は
多
様
な
意
義
が
認
め
ら
れ
、
価
値
か
利
用
か
と
い
う
問
題
が
原
因
関
係
の
優
劣
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
と
し

て
入
る
。
す
な
わ
ち
、
取
得
時
効
の
意
義
、
被
相
続
人
・
相
続
人
の
意
思
に
よ
る
配
分
等
の
重
要
性
（
利
用
継
続
と
し
て
の
意
義
）
が
、

単
な
る
取
引
行
為
と
し
て
の
処
分
の
意
義
、
価
値
把
握
と
し
て
の
不
動
産
の
意
義
と
比
較
さ
れ
る
（
こ
の
価
値
判
断
は
入
会
に
つ
い
て
も

入
会
集
団
の
つ
な
が
り
の
尊
重
と
入
会
地
の
行
政
区
分
・
個
人
所
有
へ
の
解
体
の
利
点
と
の
比
較
に
お
い
て
同
様
に
な
さ
れ
る
）。
善
意
者

保
護
に
よ
る
第
三
者
の
保
護
に
つ
い
て
の
帰
責
性
の
考
慮
要
因
に
も
こ
の
価
値
判
断
が
加
わ
り
、
取
得
行
為
自
体
の
評
価
が
名
義
人
の
処

分
行
為
の
評
価
に
加
わ
り
、
取
得
者
と
第
三
者
の
帰
責
性
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
名
義
人
の
処
分
の
評
価
の
考
察
が
重
要
と
な
る
。
そ
も

そ
も
取
消
解
除
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
者
、
解
除
さ
れ
た
者
の
処
分
は
信
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
の
信
義
と
い
う
点
か
ら

も
、
相
続
人
の
被
相
続
人
の
意
思
に
反
す
る
処
分
、
相
続
人
の
合
意
し
た
処
分
に
反
す
る
処
分
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

多
方
面
か
ら
利
用
の
尊
重
、
家
族
の
尊
重
、
環
境
保
全
等
の
配
慮
が
あ
る
（
取
得
原
因
の
尊
重
と
し
て
も
、
負
担
の
尊
重
と
し
て
も
）。

土
地
は
登
記
制
度
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
面
的
に
取
引
安
全
を
優
先
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
。
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︿
注
﹀

（
１
） 
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
拙
稿
に
基
づ
き
、
あ
ら
た
め
て
不
動
産
物
権
変
動
の
二
つ
の
考
え
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
参
考
文
献
等
の
引
用
は
最

小
限
と
し
、
上
記
拙
稿
に
記
載
さ
れ
た
も
の
を
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
土
地
法
制
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
明
治
国

家
の
土
地
法
制
と
物
権
の
本
質
」
静
岡
法
務
雑
誌
二
号
二
一
頁
。

（
２
） 

物
権
変
動
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
数
あ
る
。
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
も
、
原
島
重
義
『
注
釈
民
法
（
六
）』（
昭
和
四
二
年
）、
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
不
動
産

物
権
変
動
の
法
理
』（
一
九
八
三
年
）、
滝
沢
聿
代
『
物
権
変
動
の
理
論
』（
一
九
八
七
年
）、『
物
権
変
動
の
理
論
Ⅱ
』（
二
〇
〇
九
年
）
等
多
数
あ
る
。
本
稿

は
拙
稿
を
中
心
に
新
た
に
ま
と
め
な
お
す
も
の
で
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
参
考
文
献
は
上
記
各
拙
稿
の
他
に
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
土
地
信
託
法
の
基
礎

的
考
察
』
神
戸
商
科
大
学
研
究
叢
書
Ｌ
Ｘ
Ⅲ
、「
不
動
産
の
二
重
売
買
と
権
限
外
処
分
　
―
信
託
受
託
者
の
処
分
と
受
益
権
を
念
頭
に
―
」
商
大
論
集
五
五

巻
一
号
六
三
、「
明
治
国
家
の
土
地
法
制
と
物
権
の
本
質
」
静
岡
法
務
雑
誌
二
号
二
一
頁
、「
原
因
関
係
に
基
づ
く
物
権
帰
属
法
理
と
金
銭
、
預
金
債
権
に
お

け
る
不
当
利
得
法
理
」
法
政
研
究
一
四
巻
三
・
四
号
九
七
頁
参
照
。

（
３
） 

学
説
は
判
例
の
立
場
を
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
不
完
全
物
権
変
動
説
、
債
権
的
効
果
説
、
相
対
的
無
効
説
な
ど
が
あ
る
。
法
定
証
拠
説
、
法
定

取
得
失
権
説
も
そ
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
を
善
意
者
等
に
限
定
し
な
い
た
め
―
背
信
的
悪
意
者
概
念
で
の
調
整
は
可
能
で
あ
る
が
）。

（
４
） 

参
照
、
池
田
恒
男
「
登
記
を
要
す
る
物
権
変
動
」『
民
法
講
座
二
』
一
三
七
頁
以
下
、
滝
沢
聿
代
「
物
権
変
動
の
時
期
」『
民
法
講
座
二
』
三
三
頁
等
。

（
5
） 

参
照
、
鎌
田
薫
「
対
抗
問
題
と
第
三
者
」『
民
法
講
座
二
』（
昭
和
五
九
年
）
六
七
頁
以
下
、
半
田
正
夫
「
不
動
産
登
記
と
公
信
力
」『
民
法
講
座
二
』
二
三
〇

頁
、
能
見
善
久
「
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
」
法
学
教
室
一
三
二
号
四
〇
頁
等
。

（
６
） 

参
照
、
伊
藤
進
『
民
法
の
判
例
（
第
二
版
）』
四
九
頁
。、
高
森
八
四
郎
『
民
法
の
判
例
（
第
二
版
）』
五
九
頁
等
。

（
７
） 

安
達
三
季
生
「
取
得
時
効
と
登
記
」
法
学
志
林
六
五
巻
三
号
二
三
頁
、
星
野
英
一
「
時
効
取
得
と
登
記
」
民
法
論
集
第
四
巻
三
一
五
頁
、
水
本
浩
「
取
得
時
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効
と
登
記
（
一
）（
二
）」
立
教
法
学
一
九
号
一
頁
・
二
〇
号
一
六
九
頁
、
加
藤
一
郎
「
取
得
時
効
と
登
記
」
法
学
教
室
一
九
八
一
年
二
月
号
五
二
頁
、
山
田

卓
生
「
取
得
時
効
と
登
記
」『
民
法
学
の
現
代
的
課
題
』（
一
九
七
二
年
）
一
〇
三
頁
等
。

（
８
） 

参
照
、
田
中
淳
子
『
相
続
と
登
記
』（
一
九
九
九
年
）
等
。

（
９
） 

参
照
、
浦
野
雄
幸
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
二
版
）』
二
四
五
頁
、
石
田
喜
久
夫
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
二
二
二
頁
等
。

（
10
） 

参
照
、
松
岡
久
和
『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
五
版
増
補
版
）』
一
二
三
頁
、
遠
藤
浩
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
二
一
八
頁
、
品
川
孝
次
『
家
族
法

判
例
百
選
（
第
五
版
）』
一
二
〇
頁
等
。

（
11
） 

参
照
、
本
田
純
一
「
二
重
譲
受
人
の
不
法
行
為
責
任
」
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
第
二
版
）
一
六
二
頁
、
磯
村
保
「
二
重
売
買
と
債
権
侵
害
（
一
）（
二
）」

神
戸
法
学
三
五
巻
二
号
三
八
五
頁
、
三
六
巻
一
号
二
五
頁
等
。

（
12
） 

参
照
、
平
井
宜
雄
「
二
重
譲
渡
と
詐
害
行
為
―
―action paulienne 

へ
の
回
帰
を
意
図
し
て
―
―
」
鈴
木
禄
弥
先
生
古
希
記
念
『
民
事
法
学
の
新
展
開
』

一
七
一 

頁
以
下
（
一
九
九
三
年
）
等
。

（
11
） 

拙
稿
「
配
偶
者
居
住
権
と
夫
婦
財
産
の
信
託
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
一
号
四
〇
頁
。

（
11
） 

拙
稿
「
財
産
承
継
の
た
め
の
信
託
と
そ
の
他
の
処
分
行
為
に
つ
い
て
」
静
岡
法
務
雑
誌
一
一
号
四
五
頁
。

（
15
） 

拙
稿
前
掲
「
財
産
承
継
の
た
め
の
信
託
と
そ
の
他
の
処
分
行
為
に
つ
い
て
」
静
岡
法
務
雑
誌
一
一
号
四
五
頁
。

（
11
） 

拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
土
地
の
信
託
的
拘
束
と
登
記
制
度
―
夫
婦
の
居
住
不
動
産
の
売
却
信
託
に
よ
る
受
益
権
を
中
心
と
し
て
」
商
大
論
集
四
七
巻

四
号
一
七
一
頁
。

（
11
） 

拙
稿
前
掲
「
信
託
受
益
権
の
物
権
的
効
力
に
関
す
る
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
」
商
大
論
集
五
四
巻
二
号
一
七
頁
。

（
11
） 

拙
稿
前
掲
「
信
託
受
益
権
の
物
権
的
効
力
に
関
す
る
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
」
商
大
論
集
五
四
巻
二
号
一
七
頁
。

（
11
） 

拙
稿
「
公
示
原
則
と
登
記
の
意
義
」
商
大
論
集
四
六
巻
二
号
一
三
三
頁
、「
不
動
産
の
二
重
売
買
と
権
限
外
処
分
」
同
五
五
巻
一
号
六
三
頁
。
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（
20
） 

拙
稿
前
掲
「
信
託
受
益
権
の
物
権
的
効
力
に
関
す
る
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
」
商
大
論
集
五
四
巻
二
号
一
七
頁
。

（
21
） https://w

w
w.m

lit.go.jp/com
m

on/001111111.pdf

（
22
） 

平
成
二
九
年
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
平
成
三
〇
年
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
っ
て
都
市
計
画
法
が
改

正
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

川
崎
興
太
「
都
市
計
画
と
財
産
権
の
保
障
」https://w

w
w.jstage.jst.go.jp/article/uhs/2015/11/2015_11/_pdf/-char/ja

（
21
） 

河
内
宏
「
権
利
能
力
な
き
社
団
財
産
の
登
記
方
法
」
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
第
二
版
）
八
二
頁
。

（
25
） 

小
林
三
衛
「
入
会
権
と
登
記
・
明
認
方
法
」
ジ
ュ
リ
七
四
六
号
一
四
一
頁
。

（
21
） 

拙
稿
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
法
的
問
題
に
つ
い
て
」
法
政
研
究
一
八
巻
一
・
二
号
一
頁
、「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
の
法
的
問
題
に
つ
い
て
」
法
政
研
究

一
九
巻
二
号
四
一
頁
。


